
1 

浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

１ 開催日時   令和４年８月 24 日（水） 

14 時 00 分～15 時 00 分 

２ 開催場所   イーステージ浜松オフィス棟６階 

教育委員会室 

３ 出席状況   出席者 

         教 育 長            宮 﨑  正 

         教育長職務代理者            安 田 育 代 

         委      員            黒 栁 敏 江 

         委      員            田 中 佐和子 

         委      員            神 谷 紀 彦 

         委      員            鈴 木 重 治 

（職員） 

学校教育部長              田 中 孝太郎 

学校教育部次長（教育総務課長）     山 本 卓 司 

学校教育部次長（教職員課長）      水 野 貫 一 

学校教育部参事（教育審議監）      小 畑 多佳子 

学校教育部参事（教育施設課長）     山 本 治 之 

学校教育部参事（健康安全課長）     冨 部 哲 也 

指導課長                石 野 政 史 

教育総務課学校・地域連携担当課長    齋 藤 美 苗 

文化財課博物館長            山 本 浩 史 

（事務局職員） 

教育総務課副主幹            笹 ケ 瀬   優 

４ 傍聴者    ４名 

５ 議事内容   別紙のとおり 

６ 会議録作成者 教育総務課 高 里子 

７ 記録の方法  審議事項について発言者の要点記録 

         録音の有無 無 
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８ 会議記録 

（教育長）令和４年８月 24 日の浜松市教育委員会を開催する。 

 傍聴についてはどうなっているか。 

（事務局）４人から傍聴申込をいただいている。 

（教育長）許可するということで、よろしいか。 

（異議なし） 

（教育長）許可する。 

 ただし、第 32 号議案から第 33 号議案については、市議会への提案に向けた意見聴

取案件のため、非公開で行うこととするがよろしいか。 

（異議なし） 

（教育長）それでは、一部非公開とする。 

前回会議録の報告及び承認は回覧をもってお願いする。 

本日の会議録署名人は田中委員と鈴木委員にお願いする。 

会期は本日限りである。 

本日は、議案が３件、報告が２件ある。第 32 号議案から第 33 号議案は、非公開で

行うため、予定するすべて議事の最後に審議する。 

最初に、第 34 号議案「浜松市教育委員会事務分掌規則の一部改正について」教育総

務課から説明をお願いする。 

（教育総務課長）第 34 号議案「浜松市教育委員会事務分掌規則の一部改正について」

説明する。浜松市のいじめ問題第三者委員会の条例に基づく委員の委嘱については、

４月 26 日の当委員会で報告をさせていただいたところである。この事務について、被

害者との公平性中立性を確保するための提案であり、基本的な方針の改定とあわせて、

指導課から教育総務課へ事務を移管することにより、規則の一部を改正するものであ

る。本規則は９月１日からの施行を予定している。 

説明は以上である。 

（教育長）ご意見、ご質問はあるか。 

（鈴木委員）被害者との公平性中立性を確保するためとの説明だが、調査および調査

組織の構造の問題ではないのか。 

（教育総務課長）今回の改正の主たる目的は、教育委員会も調査対象になるというこ

とである。つまりは、実務的な業務を行う指導課に対し、監査機能を働かせるところ
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になるということである。公平性中立性の担保に関しては、被害者側から見たときに、

調査を行った機関がそのまま第三者委員会をつかさどるといった中立性という意味で

ある。そのため、今委員から御指摘をいただいた視点の方が、より分かりやすいとい

うところである。 

（安田委員）裏を返せば、指導課が所管していると公平性中立性に欠けるということ

になり、疑問に思ったところである。そのため、今この場で改正案を承認するという

ことは難しいように思われる。 

（教育長）教育総務課から議案の取扱いに関する考え方を伺う。 

（教育総務課長）鈴木委員及び安田委員の指摘は、議案そのものに対する意見ではな

く、説明資料の提案理由の修正意見である。従って、議案について承認いただき、説

明資料の提案理由については、次回の定例会で報告し、委員から御指摘をいただいた

とおりに修正し、また報告させていただきたいがよろしいか。 

（安田委員）そのようにお願いする。加えて、改正内容に「いじめ問題第三者委員会

に関する事務」と示されているため間違いはないと思うが、いじめについて相談する

窓口のことを考えた際、相談センターなのか、指導課なのか、教育総務課なのか、そ

の辺りが少しわかりづらい。ただ、一つの課で完結するのではなく、いじめ問題に対

し、教育委員会として連携していくということは推し進めていただきたい。 

（教育総務課長）相談窓口については様々なところで発信して周知を図り、その役割

の違いは明確にするよう努めていく。 

（教育長）今の点も含めながら後日報告等をお願いする。説明資料のご指摘はいただ

いたが、一部改正案はこのまま承認してよろしいか。 

（異議なし） 

（教育長）承認する。 

ここで、報告事項に移る。 

（報 告） 

ア 浜松市いじめの防止等のための基本的な方針の改定について   （指導課） 

 イ 紛失した浜松市博物館資料（備品）の一部発見について    （文化財課） 

（議 案）※非公開 

第 32 号議案 令和４年度９月補正予算（案）の議会提案について 

第 33 号議案 浜松市職員の定年等に関する条例等の一部改正等の議会提案について 
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（教職員課） 

（教育長）以上で、本日の教育委員会を終了する。 

【追記】 

第 34 号議案「浜松市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」の説明資

料については、令和４年９月 22 日及び令和４年 10 月 25 日の浜松市教育委員会にお

いて教育総務課から訂正の報告をし、資料の差替えを行う。 


